
R7.4からの情報共有システム(ASP)の活用協議について

☆ 国土交通省 HP 情報共有システム提供者における機能要件対応状況一覧表 参照
リンク(http://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_taiou/)

☆My City Construction HP参照 リンク（https://mycityconstruction.jp/api_support_vendors）

■県要件書(任意)のオンライン電子納品(MCC)対応の「情報共有システム(ASP)」

R7.3 茨城県土木部検査指導課

■国土交通省の機能要件(必須)に対応しているシステム

令和7年4月1日以降の発注工事は以下を参考に監督員と協議してください。

○利用するシステムは国土交通省の機能要件(必須)を満たすものとする。
また、県要件書(任意)の“オンライン電子納品(MCC)“に連携できるものが望ましい。

○受発注者は両者の生産性向上を考慮し、機器動作環境やネットワーク環境について
従前の利用状況等を踏まえ、利用開始までに安定した環境を用意できるようにすること。

茨城県土木部(営繕工事を除く※1)が発注する建設工事における情報共有システム実施要領(R7.4.1)
※1 営繕工事は機能要件が土木工事と別となります。


